
                        

 

 

令和７年度福祉の仕事相談・面接会 

「TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言事業所編」  

開催要項 

 

１ 目 的 

  この相談面接会は、東京都内において、福祉の仕事に関心があって福祉の職場で働いてみたい

という就労意欲のある人材を掘り起こし、求人施設・法人と結び付けることにより、福祉人材の

確保に資することを目的とする。 

 

２ 主  催  東京都、社会福祉法人東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター 

 

３ 共  催  東京労働局・ハローワーク八王子・ハローワーク立川 

          

４ 日  時 令和７年９月１７日（水） 午後１時１５分 ～ 午後４時３０分 

（求職者受付 午後１２時４５分 ～ 午後４時まで） 

         

５ 会  場 ホテルエミシア東京立川 ４階カルログランデ 

（東京都立川市曙町２－１４－１６） 

 

６ 内  容   

（1）セミナー    

福祉未経験者向けに、福祉の仕事の入門的セミナーを行う。（東京都福祉人材センター） 

※希望者のみ 

（2）法人 PR     

各法人１分程度で紹介を行う。 

（3）相談・面接会    

・福祉の仕事に関心のある求職者との個別相談・面接を実施する。 

・資格相談や福祉の仕事に関する相談受付を行う。（東京都福祉人材センター） 

・就職活動全般に関する相談受付を行う。（ハローワーク） 

  

７ 出展法人の要件 

 ・２５法人程度 

・原則として、以下の要件を全て満たしている法人を対象とする。 

（1）「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言」の宣言事業所を運営する法人であること。 

（2）ハローワーク八王子、ハローワーク立川の管轄地域（八王子市、日野市、立川市、国立市、

小金井市、昭島市、小平市、東村山市、国分寺市、東大和市、武蔵村山市）に所在する事 

業所を運営する法人であること。 

 （3）無資格・未経験の方が応募できる求人を出すことができること。 

（4）東京都福祉人材センターの求人取扱い範囲(下記①～⑥にあげる事業所における全職種及び

⑦の職種)であり、ハローワーク八王子、ハローワーク立川が取り扱う求人であること。 

①社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業（事業実施者が社会福祉法人の場合は、公益事業 

も含む）を実施する事業所 

②介護保険法に規定する介護保険事業所 



                        

 

 

③障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 

④その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設・事業等 

⑤地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所 

⑥行政の相談所等(本庁部局及び出先機関を含む) 

⑦社会福祉の国家資格等を必要とする職種(上記①～⑥以外の事業所を含む) 

（5）求人の内容が、労働関係法規を遵守していること。 

（6）募集時点で、労働条件を明示できる求人であること。 

（7）非常勤・パート等、正規職員以外の求人があること。 

（8）法人の施設見学を希望する求職者には、対応できること。 

（9）出展が決定した場合は、開催日当日まで求人枠を確保できること。 

※ただし、要件（2）の対象地域に所在する事業所の求人に限る。 

※登録ヘルパー（非定型的パートタイムヘルパー）の求人については、「訪問介護労働者の法 

定労働条件の確保について（平成 16 年 8 月 27 日基発第 0827001 号）」に基づき、定められた 

労働条件等について明示できるものに限る。 

 

８ 選定基準 

出展を希望する法人が定数を超えた場合、以下のとおり選定を行う。 

（1）「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言」の達成率が 100％に近い法人を優先する。 

（2）高齢・障害等複数の分野で宣言事業所としての登録がある法人を優先する。 

 （3）区市町村・事業種別等を勘案しバランスよく出展されるよう調整を行う。 

（4）以上の点を踏まえたうえで同条件の法人が複数あった場合、抽選にて決定する。 

 

９ 相談・面接会への参加対象者 

福祉の仕事に興味のある方、福祉業界への就職を希望する方（無資格・未経験者含む） 

 

１０ その他 

（1）出展が決定した法人は、ハローワークで相談・面接会専用求人として求人票の作成を行う。

作成できる求人数は、１法人あたり最大４件とする。 

（2）求人票作成期間終了後、各ハローワークで求人一覧表を作成し、東京都福祉人材センターホ

ームページに掲載する。 

（3）開催にあたり、主催者側で広報活動を実施する（チラシの配布、ホームページ掲載等）。出

展を希望する法人においても可能な範囲で広報に協力すること。 

（4）出展が決定した法人は、法人 PR 用の資料を提供する。提供された資料をもとに、東京都福

祉人材センターにて冊子を作成し、参加者に配布する。 

 （5）ポータルサイト「ふくむすび」にて公開するコラムの作成にあたり、イベント当日は東京都

の取材関係スタッフが参加し会場の撮影及び取材者による面接体験を行いますので、予め御

了承ください。場合により、取材者から撮影や面接体験の依頼が寄せられる可能性がありま

すが、撮影等不可の場合は申し出ることができます。 

 

・「ふくコラム」：https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/contents/column/  

 


